
暴風警報・特別警報発令時の対応について 

 

 台風等により、大阪市内に暴風警報・特別警報が発令された場合の休館等の取り扱いに 

ついては、下記のとおりとします。 

記 

１ 午前７時現在、大阪市内に暴風警報または特別警報が発令されている場合、午前休館（9時～12時） 

 

２ 午前11時現在、大阪市内に暴風警報または特別警報が発令されている場合、午後休館（12時～17時）              

 

３ 午後 2時現在、大阪市内に暴風警報または特別警報が発令されている場合、夜間休館（17時～21時） 

となります。 

また、開館中に暴風警報または特別警報が発令された場合は、直ちに閉館となります。 
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